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第1章  はじめに（長寿命化計画とは） 

本章では、長寿命化計画作成の背景として、海岸法及び上位計画等における長寿命化計

画の位置付けについて解説し、長寿命化計画作成の目的等を示す。 

 

1.1  海岸法等における維持管理に関する定め、長寿命化計画の位置付け 

 1.1.1  海岸法の一部改正 

 (1)  改正の概要 

平成 26 年 12 月の海岸法一部改正により、海岸保全施設の維持管理について下記

のとおり規定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことを明確化 

 （河川法 第十四条の五 第１項） 

■ 点検を含む統一的な維持・修繕の基準の策定 

（河川法 第十四条の五 第 2 項・第 3 項） 

【海岸法】 

（維持又は修繕） 

第十四条の五  海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維
持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなければならない。 

２  海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要
な事項は、主務省令で定める。 

３  前項の技術的基準は、海岸保全施設の修繕を効率的に行うための点検に関する基準
を含むものでなければならない。 
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また、海岸保全施設の維持・修繕に関する統一的な技術的基準として、海岸法施

行規則において下記のとおり規定されている。 

長寿命化計画は「維持・修繕の計画的な実施」を実現するためのものであり、そ

の内容として、海岸法施行規則に定められるその他の内容の取組み方針等を示すもの

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  海岸法の一部改正の背景等 

海岸堤防等の海岸保全施設は、高度経済成長期等に集中的に整備され、今後急速

に老朽化が進むことが懸念される。一方で、建設年度や施設諸元、老朽化の状況等、

維持管理に必要な情報が不明な施設もあり、財源、人材が限られる中で、維持管理に

係る体制作りが困難な場合や海岸管理者による対応のバラつきといった問題が見受

けられていた。 

こうした状況は社会資本（インフラ）全体に言えることであり、社会資本の適確

な維持管理・更新が社会的な課題となる中で、平成 24 年 12 月に中央自動車道笹子ト

ンネルの天井板落下事故が発生した。事故を契機として、社会資本の維持管理が、分

野を問わず管理者の責務として法的に明確化されることとなった。また、予防保全的

な対応を基本に、統一を図るべき維持管理の内容として技術的基準が定められた。 

【海岸法施行規則】 

（維持又は修繕に関する技術的基準等） 

第五条の八 法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保
全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 

一  海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海
岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況（以下、この条において「海岸保
全施設の構造等」という。）を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実
施すること。 

二 海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及
び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずる
こと。 

三  海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこ
と。 

四  前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の
変状があることを把握したときは、適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置
を講ずること。 

五  海岸保全施設の点検または修繕を行ったときは、当該点検又は修繕に関する記録
の作成及び保存を適切に行うこと。 

・維持・修繕を計画的に行うこと 
  ⇒ 長寿命化計画の立案（下記についてとりまとめる） 

・巡視、定期点検及び臨時の点検を適切に行うこと ⇒ 巡視、点検（定期、異常時） 

・変状を把握した場合に適切な措置を行うこと   ⇒ 健全度評価、修繕 

・点検又は修繕を行った場合に結果等の記録を作成、保存すること ⇒ 記録方法 
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出典：平成 26 年度港湾施設の維持管理に関する技術講習会資料 

図 1.1 海岸保全施設の老朽化の進行 

 

 

 

 1.1.2  インフラ長寿命化基本計画、公共施設等総合管理計画 

老朽化対策に関する国全体の取組の方針である「インフラ長寿命化基本計画」（イ

ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 平成 25 年 11 月）に基づき、岩

手県では全県横断的な長寿命化の行動計画（岩手県公共施設等総合管理計画）を平成

28 年 3 月に策定している。策定の趣旨は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「岩手県公共施設等総合管理計画」では、海岸保全施設（陸閘、水門、堤防、護

岸等）の長寿命化計画を「個別施設計画」として位置付けており、海岸保全施設の維

持管理について、「（東日本大震災の被災箇所等の）復旧・復興工事の完了後は、点

検を再開するとともに、個別施設計画を策定し、施設及び施設を操作するために必要

な機械、器具等を良好な状態に保つよう着実に維持管理を実施していく」と方針を定

めている。 

また、平成 30 年度～平成 32 年度にかけて個別施設計画（長寿命化計画）を策定

する予定（アクションプラン）としている。 

 

 

  

【インフラ長寿命化基本計画】 

● 個別施設毎の長寿命化計画を核として、メンテナンスサイクルを構築 

● メンテナンスサイクルの実行や体制の構築等により、トータルコストを縮減・
平準化 

【岩手県公共施設等総合管理計画】 

長期的な視点に立った公共施設等マネジメントの推進を図る 

＝ 施設等の全体状況を把握し、計画的な更新や長寿命化等による財政負担の
軽減・平準化を図る 
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予備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 岩手県公共施設等総合管理計画（概要、本文より抜粋） 

 

 

 

 1.1.3  海岸保全基本計画 

長寿命化計画は、上位計画である海岸保全基本計画の維持管理に関する内容を、

個別海岸において具体化したものといえる。海岸法施行令による規定と、岩手県の海

岸保全基本計画における内容について以下に示す。 

 

 (1)  海岸法施行令の改正（海岸保全計画に定める維持管理に関する事項） 

海岸法の一部改正に伴い海岸法施行令が改正され、各都道府県知事の定める海岸

保全基本計画に定める事項として、海岸保全施設の整備に関する事項を細分し、海岸

保全施設の新設又は改良に関する事項及び海岸保全施設の維持又は修繕に関する事

項が規定された。（表 1.1 参照。海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令（H26.12.3 公布、H28.1.1 施行）） 

これにより変更された海岸保全基本方針（H27.2.2 告示）に基づき、全国の海岸保

全基本計画の変更が行われた。 
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表 1.1 海岸法施行令の改正事項 

海岸法 海岸法施行令 

（海岸保全基本計画） 

第二条の三  都道府県知事は、海岸保全基本

方針に基づき、政令で定めるところにより、

海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する

基本計画（以下「海岸保全基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２  都道府県知事は、海岸保全基本計画を定め

ようとする場合において必要があると認め

るときは、あらかじめ海岸に関し学識経験を

有する者の意見を聴かなければならない。 

３  都道府県知事は、海岸保全基本計画を定め

ようとするときは、あらかじめ関係市町村長

及び関係海岸管理者の意見を聴かなければ

ならない。 

４  都道府県知事は、海岸保全基本計画のう

ち、海岸保全施設の整備に関する事項で政令

で定めるものについては、関係海岸管理者が

作成する案に基づいて定めるものとする。 

５  関係海岸管理者は、前項の案を作成しよう

とする場合において必要があると認めると

きは、あらかじめ公聴会の開催等関係住民の

意見を反映させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

６  都道府県知事は、海岸保全基本計画を定め

たときは、遅滞なく、これを公表するととも

に、主務大臣に提出しなければならない。 

７  第二項から前項までの規定は、海岸保全基

本計画の変更について準用する。 

（海岸保全基本計画に定める事項） 

第一条の二  法第二条の三第一項の海
岸保全基本計画に定める事項は、次の
とおりとする。 

一  海岸の保全に関する次に掲げる事項 
イ  海岸の現況及び保全の方向に関す

る事項 
ロ  海岸の防護に関する事項 
ハ  海岸環境の整備及び保全に関する

事項 
ニ  海岸における公衆の適正な利用に

関する事項 

二  海岸保全施設の整備に関する次に掲
げる事項 

イ  海岸保全施設の新設又は改良に関
する次に掲げる事項 

（１）海岸保全施設を整備しようとす
る区域 

（２）海岸保全施設の種類、規模及び
配置 

（３）海岸保全施設による受益の地域
及びその状況 

ロ  海岸保全施設の維持又は修繕に関
する次に掲げる事項 

（１）海岸保全施設の存する区域 
（２）海岸保全施設の種類、規模及び

配置 
（３）海岸保全施設の維持又は修繕の

方法 

※下線部：施行令の改正に関連する条文   ※赤字：施行令の改正事項 

 

 

 (2)  岩手県海岸保全基本計画 

岩手県では「三陸北沿岸」と「三陸南沿岸」に分けて海岸保全基本計画を策定し

ている。どちらの計画においても「海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項」とし

て下記に示す「施設毎の管理内容」に加えて、海岸毎の配慮事項（整備箇所整理表に

記載：「維持又は修繕の方法」等）を定めている。 

個別海岸における長寿命化計画は、海岸保全計画の施設毎の管理内容（管理方針）

と整合を図り、配慮事項を反映したものとする必要がある。 
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出典：三陸北沿岸海岸保全基本計画（H28.5），p.41 
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1.2  長寿命化計画作成の目的等 

 1.2.1  長寿命化計画の目的 

海岸法や公共施設等総合管理計画に示される内容から、長寿命化計画の目的は、

予防保全型の維持管理を計画的に実施することで、施設の長寿命化とコスト縮減を目

指すことであるといえる。 

そのためには、維持管理の予算を将来にわたり把握し、適切に執行できるように

備える必要があるため、長寿命化計画では、施設等の現状把握の結果に基づき、計画

策定時から数十年間※に必要となる維持管理行為を想定、最適化し、長期的な費用を

試算（将来計画）する。また、過度な費用集中を避けるため、計画対象施設を横並び

で予算の平準化（実施時期の調整）を行う。 

※適用する基準により異なる。 
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第2章  岩手県長寿命化計画（基本案）について 

本章では、岩手長寿命化計画（基本案）（以下、基本案という）の策定の趣旨及び基本案

の構成等を示す。 

 

2.1  「基本案」作成の趣旨 

 

「岩手県長寿命化計画（基本案）」は、全施設の計画を横並びにして適切に予算の平

準化を行う必要があることを考慮し、長寿命化計画の作成上、統一すべき方針（基本

的な考え方、条件設定等）を示すものである。 

 

 

「岩手県公共施設等総合管理計画」においては、海岸保全施設（陸閘、水門、堤防、護

岸等）の個別施設計画（長寿命化計画）を策定する予定（アクションプラン）を平成 30

年度～平成 32 年度と定めている。 

 

今後、多数の長寿命化計画が短期間で策定されることとなるが、短期的に復旧・復興工

事が行われた関係から、長寿命化計画において計画される、施設の更新・整備等が一時期

に集中することが予想される（予算平準化の必要性が極めて高い）。 

全施設の計画を横並びにして適切に予算の平準化を行うためには、長寿命化計画の作成

上で統一すべき方針（基本的な考え方、条件設定等）を示す「基本案」が必要となる。 

なお、長寿命化計画の作成後は、長寿命化計画に定める点検等により施設（設備）の状

態を継続的に把握するとともに、必要な修繕等（設備の場合は塗装・整備・更新）を行う。

また、それらの維持管理の履歴や当該時点における健全度を踏まえて、必要に応じて長寿

命化計画を時点修正（劣化予測、修繕等計画の見直し等）する必要がある。 

統一的な方針で長寿命化計画を作成することは、実際の維持管理の実施水準の確保や、

見直しの対応においても有益と考えられる。 
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2.2  基本案の概要 

 2.2.1  基本案の適用範囲等 

基本案は、海岸保全施設を対象に適用する。 

なお、津波防護を目的とした水門が海岸保全区域に位置する場合については、海

岸保全施設と河川管理施設のどちらの位置付けとするか確認の上で適用する。 

 

 2.2.2  基本案作成の基本方針 

海岸保全施設のうち、堤防、護岸等については、「海岸保全施設維持管理マニュ

アル」（農林水産省・国土交通省 平成 26 年３月、以下「マニュアル」）が策定さ

れており、これに準拠して長寿命化計画の作成を行う。 

一方、水門、陸閘、樋門樋管（以下、これら３種の施設を総称して、水門・陸閘

等という）については、海岸保全施設としての維持管理マニュアルは未策定である。

平成 29 年度末の策定に向けて、「海岸保全施設における水門・陸閘等の維持管理マ

ニュアル策定検討委員会」により、「海岸保全施設維持管理マニュアル～水門・陸閘

等の点検・評価及び長寿命化計画の立案～（仮称）」の検討が進められているところ

である。 

本基本案の作成時には、第１回・第２回委員会資料（以下「水門・陸閘等委員会

資料」）が開示されており、「海岸保全施設維持管理マニュアル」の考え方に準拠し

つつ、関連する他の指針・マニュアル等との整合を図る方針が示されている。例示さ

れている主な関連指針・マニュアルは、樋門樋管の地中部等については「堤防等河川

管理施設の点検結果評価要領」（国土交通省 平成 29 年３月、以下「点検結果評価

要領」）等、鋼構造部や機器部については「河川用ゲート設備点検・整備・更新マニ

ュアル（案）」（国土交通省 平成 27 年３月、以下「ゲートマニュアル」）等であ

る。 

 

 

出典：海岸保全施設における水門・陸閘等の維持管理マニュアル策定検討委員会（第 1 回），資料－3 

 

基本案は、「マニュアル」や「水門・陸閘等委員会資料」で示された考え方等に

従い、長寿命化計画の作成手順を整理し、各種の基準・マニュアル等を参照して解説

を加えることとした。 

また、岩手県の海岸保全施設の特徴（短期間に多数の施設を築造等）を考慮し、

施設設置初期段階における対応方針や、統一的な平準化の観点・方法等の対処法を解

説する。 
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表 2.1 基本案の作成方針 

対象施設種別 基本案の作成方針 備考 

土 木 

構造物 

堤防、護岸、 

消波施設、 

突堤 

・「マニュアル」に準拠し、長寿命化計画の作成手順に合せ

た章立てにより、検討事項について解説。 

・岩手県としての海岸保全施設の特徴を踏まえ、一部の設

定等に独自方針を示す。 

消波施設（離岸

堤、人工リーフ

等）、突堤は準用

の位置付け。 

水門、陸閘、 

樋門樋管の 

施設躯体 

・「水門・陸閘等委員会資

料」で示された考え方等

に従い、必要に応じて他

の基準等を参照。 

・堤防、護岸等と概ね同

様の手順に合せて、章

立てし、検討事項を解

説。 

・「マニュアル」に基づき検討事

項を設定。 

・健全度評価等で「点検結果評

価要領」の点検項目や評価基

準を参照。 

施 設 躯 体 と 設

備を総合した評価

（ 施 設 単 位 ） を 行

う。 

設 備 

水門、陸閘、 

樋門樋管の 

設備（機械、

電気、通信） 

・「ゲートマニュアル」に基づき検

討事項を設定。 

・岩手県において主に設置され

ていると想定される設備につい

て、構成要素や耐用年数等の

参考設定例を示す。 

 

 

長寿命化計画の作成において、土木構造物と設備で最も対応が異なる点は、長寿

命化のための費用の算出である。 

土木構造物については、現状の施設に生じている変状を踏まえて、最適な対策案

を選定する。そのため、現地調査（定期点検）が重要となる。 

一方、設備については、設備構成によって、想定される長寿命化のための措置は

概ね決まり、変状の発生状況については年点検等による把握が中心となる。そのため、

設備の特性整理に基づくパターンの想定と、現状とパターンの相違点の確認・調整が

重要となる。 

なお、基本案は、長寿命化作成における基本となる考え方を示すものである。基

本案において示す設定例等は、あくまで参考であり、個別施設の長寿命化計画作成に

際しては、施設（設備）の特性を踏まえ、必要に応じて基本案の内容の詳細化や設定

の見直しを行わなければならない。 

 

 

 2.2.3  基本案の構成等 

基本案は、「総論編」（本資料）に、「堤防・護岸編」と「水門・陸閘・樋門編」

を加えた３部構成とする。 

「水門・陸閘・樋門編」の対象となる施設は、施設躯体と設備から構成される。

施設躯体については「堤防・護岸編」と重複する内容も多いが、今後策定される「海

岸保全施設維持管理マニュアル～水門・陸閘等の点検・評価及び長寿命化計画の立案

～（仮称）」では、水門・陸閘等の施設一式を対象とした長寿命化計画のひな型が示

される見込みである。そのため、基本案も施設躯体と設備をまとめた構成とする。 
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2.3  長寿命化計画作成における統一方針 

 2.3.1  地区海岸としてのとりまとめ 

長寿命化計画における費用の算定は、施設種別により表 2.2 に示す単位で実施す

る。 

一方、長寿命化計画の策定単位は、堤防、護岸等については「マニュアル」にお

いて地区海岸ごとと定められている。施設（施設躯体、設備）については「水門・陸

閘等委員会資料」では明確に示されていないが、施設単位または地区海岸ごとに策定

するものと考えられる。 

費用の平準化の面から考えると、堤防、護岸等については地区海岸単位で平準化

を行うこととなっており、施設も地区海岸単位で行うことが適切と考えられる。 

 

表 2.2 対策費用の算出単位と長寿命化計画作成単位 

対象施設種別 
対策費用の 

算出単位 

長寿命化計画 

作成単位 

土木 

構造物 

 堤防、護岸、消波施設、突堤 一定区間 地区海岸 

施 

設 

水門、陸閘、樋門樋管の施設躯体 部位・部材 
施設または 

地区海岸 
設備 

水門、陸閘、樋門樋管の設備 

（機械、電気、通信） 
装置・機器 

 

 

以上を踏まえ、施設種別ごとに算出される費用等を地区海岸単位で概括するため、

表 2.3 に示す様式を作成することとする。なお、表 2.3 のうち、遠方監視制御設備は

海岸保全施設の自動閉鎖システムを分類したものである。 

この遠方監視制御設備については、自動閉鎖システムの導入時に 15 年を耐用年数

とする維持管理方針が定められている。また、県下全域をカバーするシステムである

ため、個別海岸（地区海岸）ごとにとりまとめる長寿命化計画では検討対象としない。

ただし、自動閉鎖システム一式で作成された長寿命化計画に基づく費用は、自動閉鎖

システムの対象施設数に応じて各海岸に按分して、表 2.3 の様式にとりまとめるもの

とする。 

 

 

 2.3.2  長寿命化計画の対象期間 

長寿命化計画における費用の算定期間については、「河川用ゲート設備 点検・整

備・更新マニュアル（案）」では 40 年間としているが、「海岸保全施設維持管理マ

ニュアル」では「施設の設計供用期間」となっており概ね 50 年間程度と考えられる。 

岩手県の施設（設備）は復旧・復興により新設されたものが多いことから、50 年

間に統一して設定する。 
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表 2.3 海岸長寿命化計画概要シート （計画期間：2031 年～2080 年）（1/2） 
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表 2.3 海岸長寿命化計画概要シート （計画期間：2031 年～2080 年）（2/2） 
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